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日本語版出版にあたって 

 
 

我が国の水道は、横浜市に最初に近代水道が敷設されてから 120 年が経過し

ています。その後 1955 年頃からの高度成長期に急速に水道の整備が進められ、

2006 年度末の普及率は 97.3%に達し、現在世界で最も高い水準の水道を実現し

ている国のひとつとなっています。 
しかしながら 21 世に入り高度成長期に整備した水道設備の老朽化、自治体の

財政難、水道技術者の大量退職等の問題が発生しており、新たな社会情勢に対

応した最適な事業形態の選択による効率化が、喫緊の課題となっています。 
 この課題に対応するため日本の水道事業においても、PFI、第三者委託制度、

指定管理者制度の導入が試みられているところですが、未だ最適な解答を得る

状況にはありません。 
 一方、諸外国の状況を見てみると、なかでもフランスにおける公役務の委託

の歴史は古く、民間主導によるインフラ整備が 16 世紀中頃から行われています。 
 現在フランスの委託方式は公設民営のモデルとされていますが、その概念が

整理されたのは最近のことであり、長年の蓄積の上に、日本で論じられている

アウトソーシングの概念とは異なる独自の制度を確立しており、現在では詳細

な法制度が確立されています。 
 今回 PFI／PPP 推進協議会では、日本における水道事業効率化の方策のひと

つとして、フランスにおいて古くから実施され、諸外国においても参考とされ

ている「水道アフェルマージュ標準契約の手引き」(フランス自治体長会発行)
を、翻訳するとともに、フランスにおける民間活用の手法について調査するこ

とと致しました。 
  本書の原本は 2001 年 6 月に出版されたものでありますが、内容は現在でも通

用するものであります。原書は 3 部構成となっており、第 1 部はアフェルマー

ジュの基本概念について丁寧に解説したもの、第 2 部はアフェルマージュ契約

の標準契約条文を示しそれに解説を加えたもの、第 3 部は行政裁判所の判例を

掲載したもの、となっていますが、今回は第 1 部と第 2 部について翻訳し、必

要な箇所に訳者の注釈を加えました。 
 
 本書の翻訳・出版にあたっては、美原 融 氏、池田 修 氏に多大なご尽力

をいただくと共に、在日フランス大使館商務官ブノワ・リュロー（M. Benoît 
RULLEAU）氏には原著者との仲介の労をおとりいただきました。改めて謝意

を表します。 
 
本書が日本における水道事業の効率化・活性化の一助となり、ひいては日本

経済の再生に資すれば望外の幸とするものであります。 
 

 
２００９年８月 

PFI/PPP 推進協議会 
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なぜアフェルマージュに注目するのか 
（訳者前書き） 

 

アフェルマージュ(Affermage)とかコンセッション(Concession)という言葉はフランス語で我が国の

言葉としては翻訳のしようがないのだが、伝統的にフランスに存在する公共サービスの提供や公共

施設の整備を民に委ねる手法を意味する。一般的に官民連携に関する英米の概念は、広く日本

でも知られ、普及しているが、大陸欧州の考え方や手法は必ずしも良く知られていない。言葉の問

題もあるのだろうが、我が国と同様に、行政契約の論理が独自の発展を遂げ、公共施設を整備し

たり、公共サービスを民に委ねたりする手法に関し、様々な制度的制約が存在する国の状況は、

「古い」とみなされる傾向があるのかもしれない。一方、制度的制約要因があるからこそ、大陸欧州

の国々は官民連携の手法に、民の創意工夫・努力を活かす独創的な手法をも生み出しており、そ

の制度や実務的なあり方は、我が国にとっても参考となる側面が多い。 

 

コンセッションとは、国等の権限を保持する主体が民間主体に一定の利権を付与し、民が自らの

資金でインフラや公共施設等を整備・運営し、利用者から料金を取ることで契約期間内に資本コス

トを回収する仕組みをいう。財政資金を一切用いないこと、民が全てのリスクを担うこと、全て利用

料金制で独立採算とさせること等が主な特徴になる（英国における独立採算型 PFI 事業に相当す

る）。フランスではローマ時代から既に類似概念が存在し、中世・絶対王政の頃には運河の建設等

に適用され、産業革命以降は、鉄道、橋梁や様々な公共施設、高速道路等に利用され、現代に

至っている。面白いことに、統合ＥＵではコンセッションは一部土木工事に関するコンセッション以

外はＥＵ法における公共調達指令の例外的な取り扱いになる。政府の資金（税金）を使わず、利用

者に負担させる以上、公共調達ではないというフランスの主張が通っており、現にフランスではか

かる制度になっている。フランスではこの様に、公共サービスの提供を民に委ねるにしても、①施

設の整備に税金を使い、サービス提供の対価も税金で支払うか、あるいは②利用料金制により、

全て利用者負担とし、施設の整備にも税金を使わないかで、制度や仕組みの考え方が大きく異な

る。施設の整備に税金を充当し、サービス提供の対価を税金で支払う場合には、その契約は｢公

共調達契約｣となり、特定の制度的制約が存在し、かつＥＵ法の公共調達規定が適用される。一方、

利用料金制のもとで民にサービスの提供を委ねる仕組みは、別途手続き規定や判例が存在し、制

度的な背景は異なる。 

 

アフェルマージュとは、公共サービスの提供を民に委ねる「委託」手法の一つで、我が国では、こ

れを単純に「公設民営」として翻訳し、公的主体が施設整備した施設を、民間主体の責任で運営

行為を担うという、整備と運営を官民で分担する手法と紹介している場合があるが、これは正しい

理解ではない。フランス現代社会におけるアフェルマージュとは、民による更新投資義務を含むと

いう意味で、単純な「委託」ではなく、概念的には上述したコンセッションの一つの類型として位置

づけられている。当初の施設整備は確かに公が担い、当該施設の引き渡しを受けて、民がリスクと

責任を担い、一定期間運営することは間違いないのだが、運営期間中に必要となる更新工事や大

規模修繕工事等は民の責任となり、一定の水道料金の枠組みの中で、運営と共に更新工事・投資

義務が民に課されることがその特徴になる。この手法はフランスでは、特に水道事業に関し広範囲

に用いられている。かかる仕組みはわが国にはなく、実務としてどう処理しているのか中々理解で

きないのだが、実際の契約の条文を見ることにより、その精緻なメカニズムを初めて理解することが

できる。 
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この翻訳小冊子はこの様なアフェルマージュを理解するためのものだが、読者が注目すべきは

下記諸点にある。 

 

1. なぜ水道事業に？ 

   フランスでは住民に対する水道供給は、ナポレオンの時代より、基礎的自治体の固有の義務

とされてきた。よって、自治体は住民に対し、水道を供給する義務があり、この義務を放棄する

ことはできない。一方、自治体の財政規模は小さく、全ての自治体が自ら水道供給を担うこと

自体が非現実的であったが為に、複数の自治体が組合や連合を組み、規模の経済を確保し

つつ、民間主体に一種の事業の包括委託をする考え方が発達した。即ち、制度的に「民営化」

はありえないわけで、この変わりに、限りなくリスクと責任を民に委ねる「委託」が志向されたわ

けである（この点、英国の事情とは根本的に異なる）。勿論、表層水や地下水が水源となり、ダ

ム建設費用の分担や用水供給等の複雑な仕組みもないという委託が実現しやすい背景もあ

った。 

 

2. 水道事業運営形態の柔軟性と可変性 

自治体が如何なる水道の供給・運営体制をとるかに関しては、制度上の制約はない（認可に

よる「水道事業者」という制度的枠組みも無い）。直営でこれを担う自治体や、自治体が設立し

た公社等公企業が水道供給を担うケースも率は少ないが存在する。但し過半はアフェルマー

ジュ方式による包括的な委託になる。アフェルマージュ委託となる契約の全ての前提は、官か

ら民へ（直営から委託へ）、逆に民から官へ（委託を廃止し、直営・公社経営に戻す）、あるい

は民から民へ（委託事業者を変え、別の委託事業者と契約をする）と経営や運営の在り方を

柔軟に変更できる考えを取っており、硬直的な考え方をとっていない。公的主体が資産を一

貫して保持するために、運営や経営の在り方を柔軟に変更できやすい委託の仕組みになっ

ていることになる。 

 

3. 労働者移動の柔軟性 

上記に伴い、水道事業に従事する職員も官から民へ、あるいは逆に民から官へ、または民か

ら民へと移動し、都度その雇用者が変更する可能性がある。この場合、フランスでは、官民の

人事交流に、我が国とは異なる柔軟な制度的取り組みを採用しており、仕事が直営から委託

に移る場合、地方公務員は、出向、休職等により、公務員のまま、あるいは年金や処遇に大き

な差別をもたらすことなく、公務員に戻りうることを前提に民に移籍する。結果、受託者の中に

は出向している公務員等が職員の一部として組み込まれることになる。また受託者が変更す

る場合には、民から民へ、公務員ならず、一部民間職員も移動する可能性もある。この様に、

官民間の雇用の流動性が、委託をよりスムーズに実現している一つの要因にもなっている。 

 

4. 更新・大規模修繕工事等への対応 

   アフェルマージュは、初期資産は既に存在する前提で、この資産を自治体が所有しながら、

資産を活用した運営を民に委託する。この場合、契約期間中に不断に必要となる管路の更新

工事や維持管理投資、浄水場等の大規模修繕投資等を誰が、如何に担い、かつその投資コ

ストをどう回収するのかが最大の課題になる。多様な考えを契約的に定義するのがフランス的

で、基本は予め更新投資計画・大規模修繕計画を取り決め、水道料金の枠組みに反映させ
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ることを前提に受託者がこの責任を担い、実施する（資金調達、工事の実施、運営、投資コス

トの回収は全て民のリスクと責任になり、財政負担は無い。この部分が「コンセッション的」と呼

ばれるゆえんでもある）。勿論自治体は独自財源で重要な大規模修繕投資を自ら担うことも可

能で、工事の類型毎にその分担と責任を取り決めるという面白い仕組みを設けている。 

 

5. 資産の在り方の特異性 

   上記は受託者の資産にも多様な種類が定義されることを意味する。「返却資産」とは官から預

かり、契約期間後に返却する資産になる。勿論これらとは別個に受託者が投資して保持する

「固有資産」も存在する。「買い取り資産」とは、事業契約終了時点で、受託者の固有資産の

内、有償で官が購入する資産をいう。更新投資を返却資産として受託者が実施する場合があ

るが、これは民が投資をするが、完工後資産の所有権が官に移転してしまう。この場合、バラ

ンスシート上の資産勘定相当分が譲渡行為の結果として欠落するため、減価償却を可能に

するため「失効償却」という税務会計上の特異な考えを導入している（無形資産ないしは繰延

資産として計上し、償却するという考えに類似的と思えば理解しやすくなる）。 

 

フランスのアフェルマージュという手法は、伝統的な大陸的行政法の制約の中で、如何に民間

の資金力、活力を生かし、公共のインテレストを保持しながら、地域社会のインフラの運営と保持を

図るかという妥協の産物でもあるのだろう。だからこそ単純な公共直営でもなければ、民営化でもな

いという第三の道を選択したことになる。議会や行政府が全体の仕組みを管理しつつも、実際の公

共サービスの提供はそのリスクと共に、民に委ねているわけである。制度的背景は全く異なるのだ

が、この考えは、我が国の仕組みに例えると、利用料金制に基づく指定管理者制度による水道事

業の委託で、かつ受託民間事業者に対し、一定の維持更新投資義務を課すという考えに近い。勿

論単純でないのは、利用料金制ということは需要者との関係や供給責任を受託事業者が担うこと

になり、（我が国）水道法上の水道事業者の役割を管理者と受託者が契約で分担しあいながら実

現するという制度上想定されていない事象になることを意味している。厳密には制度上の課題も存

在するのだが、①資産を公に残しつつ、事業全般の運営と需要者との関係をリスクと共に民に委ね

ること、②官→民、民→官、民→民と公益性を保持しながらも、事業形態を変えられる柔軟性を常

に保持すること、③この前提で、管路更新等必要となる更新・大規模修繕投資を財政負担無しに、

水道料金の枠組みの中で民に実施させることなどは、我が国においても試みることのできる斬新な

手法となる可能性がある。 

 

我が国の水道事業は、団塊の世代の大量退職による熟練労働者の減少、確実に必要となる維

持更新投資への対応不足、費用を反映できない水道料金と水道供給に絡む複雑な利害関係など

多様な問題を抱えている。民間事業者への業務の部分委託は確実に進んでいるが、業務の部分

的な委託のみで現在の公営事業体としての水道事業が抱える諸問題を解決できるとも思えない。

制度の在り方を含めて、公益を保持しながら官と民が如何に共生できるのかを再考し、新しい委託

手法を考えるべき理由がここにある。 

（文責： 美原 融） 
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凡例： 

 
本文中下記の付箋形式の書き込みは、読者の理解を深めるために、訳者が注釈を

加えたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、脚注はオリジナルのものであるが、内容が専門的過ぎ翻訳の趣旨を逸脱する

と思われるものは「略」と表記した。

訳注：公施設法人 
フランスで公法上の法人格を付与され、特定の公的サービスの

提供、管理を任務とする強い独自性を保持した公法上の主体であ

る。「行政的公施設法人」と「商工業的施設法人」に分類され、

水道は後者にあたり、商工業的性質をもった公共サービスを私企

業に匹敵する条件で管理する公施設法人の分類になる。我が国に

あてはまれば、地方公営企業に独自の法人格を付与した考えに近

い。 
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序 文 
 
 

フランス自治体長会は水道アフェルマージュに関して、専ら、二つの理由からこの問題

に取り組んできました。 
 
第一の理由は、アフェルマージュは、明らかに、フランスで最もよく利用されている手

法であることです。 
 
第二の理由は、アフェルマージュに関して、同種の標準契約書が 1980 年に最初に作られ

ていますが、その後の法律や規則の改正により、根本的にこれを見直すべき緊急の必要性

が生じており、これを見直すことにより、自治体並びにその公施設法人が、既存の水道ア

フェルマージュ契約を更新する際に、アフェルマージュという手法の全体像を把握できる

ようにするためです。 
 
 本書は、契約法の専門家であるストラースブルグ大学法学部教授であるフランシス・ロ

ーレンス氏とピエール・ソラークトー氏に、自治体長会法務部長のパトリック・ベルゲー

ジ氏が協力し、作成されたものです。彼らの専門性の質と、本業務に示してくれた彼らの

継続的な関心に対し、謝意を表します。 
 
この新しい手引きの目的は、先ず、第一に、アフェルマージュ受託者との関係において、

自治体が一層の独立性を保持し、その権限を強化することにつなげること、第二には、水

道サービス提供に関し、大きな透明性をもたらすためです。 
 
 最後に、明確な初期資産台帳、工事計画、目標設定などを通じて、皆様自治体とアフェ

ルマージュ受託者のそれぞれの責任範囲を、さらに明確にしていただくようお願いするも

のです。 
 
 自治体長会のこの「手引き」により、貴自治体が、より安価なコストで、よりよい質の

水道サービスを、という住民の継続的な要求に対応することができることを期待します。 
 

Jean-Paul DELEVOYE 
（ジャンポール・デレボワイエ） 
フランス自治体長会会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

訳注：公施設法人 

フランスで公法上の法人格を付与され、特定の公的サービスの

提供、管理を任務とする強い独自性を保持した公法上の主体であ

る。「行政的公施設法人」と「商工業的施設法人」に分類され、

水道は後者にあたり、商工業的性質をもった公共サービスを私企

業に匹敵する条件で管理する公施設法人の分類になる。我が国に

あてはまれば、地方公営企業に独自の法人格を付与した考えに近

い。 

I 
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